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インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び

留意事項（平成 23 年 10 月 28 日 消費者庁） 

新旧対照表 

 

改正案 現行 

第１ （略） 

第２ サービス類型ごとの検討 

１～３ （略） 

 

４ アフィリエイトプログラム 

（1）定義及び概要 

○ アフィリエイトプログラムとは、

インターネットを用いた広告手法の

一つである（以下、広告される商品･

サービスを供給する事業者を「広告

主」と、広告を掲載するウェブサイト

を「アフィリエイトサイト」と、アフ

ィリエイトサイトを運営する者を

「アフィリエイター」という。）。ア

フィリエイトプログラムのビジネス

モデルは、比較サイト、ポイントサイ

ト、ブログその他のウェブサイトの

運営者等が当該サイト等に当該運営

者等以外の者が供給する商品･サー

ビスのバナー広告（注５）、商品画像

リンク及びテキストリンク等を掲載

し、当該サイトを閲覧した者がバナ

ー広告、商品画像リンク及びテキス

トリンク等をクリックしたり、バナ

ー広告、商品画像リンク及びテキス

トリンク等を通じて広告主のサイト

にアクセスして広告主の商品･サー

ビスを購入したり、購入の申し込み

を行ったりした場合など、あらかじ

め定められた条件に従って、アフィ

リエイターに対して、広告主から成

第１ （略） 

第２ サービス類型ごとの検討 

１～３ （略） 

 

４ アフィリエイトプログラム 

（1）定義及び概要 

○ アフィリエイトプログラムとは、

インターネットを用いた広告手法の

一つである（以下、広告される商品･

サービスを供給する事業者を「広告

主」と、広告を掲載するウェブサイト

を「アフィリエイトサイト」と、アフ

ィリエイトサイトを運営する者を

「アフィリエイター」という。）。ア

フィリエイトプログラムのビジネス

モデルは、ブログその他のウェブサ

イトの運営者が当該サイトに当該運

営者以外の者が供給する商品･サー

ビスのバナー広告（注５）等を掲載

し、当該サイトを閲覧した者がバナ

ー広告等をクリックしたり、バナー

広告等を通じて広告主のサイトにア

クセスして広告主の商品･サービス

を購入したり、購入の申し込みを行

ったりした場合など、あらかじめ定

められた条件に従って、アフィリエ

イターに対して、広告主から成功報

酬が支払われるものである。アフィ

リエイトプログラムで用いられる広

告は「成功報酬型広告」と呼ばれる。 
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改正案 現行 

功報酬が支払われるものである。ア

フィリエイトプログラムで用いられ

る広告は「成功報酬型広告」と呼ばれ

る。 

〇 このアフィリエイトプログラムを

利用した広告については、近年のイ

ンターネットにおける広告手法の多

様化・高度化等に伴い、従来のような

ウェブサイトに掲載されてきたバナ

ー広告だけでなく、様々な形が見ら

れるようになってきている。例えば、

一見すると中立的な第三者が商品・

サービスの紹介を行っているかのよ

うに装っている記事風の広告や体験

談を掲載するウェブサイト自体がア

フィリエイトサイトとなっているも

の、検索エンジンを活用した際に、検

索結果と一緒にアフィリエイトサイ

トに誘導する広告を表示するもの、

ポータルサイト等の広告枠にアフィ

リエイトサイトに誘導する広告を表

示するもの、動画配信サービスの映

像に付随してアフィリエイトサイト

に誘導する広告を表示するもの、ソ

ーシャルネットワーキングサービス

の広告枠やユーザーの投稿自体を用

いてアフィリエイトサイトに誘導す

る広告やアフィリエイトリンクを表

示するものなどがある。 

○ アフィリエイトプログラムは、広

告主が自らシステムを構築してアフ

ィリエイターとの間で直接実行する

場合もあるが、広告主とアフィリエ

イターとの間を仲介してアフィリエ

イトプログラムを実現するシステム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ アフィリエイトプログラムは、広

告主が自らシステムを構築してアフ

ィリエイターとの間で直接実行する

場合もあるが、広告主とアフィリエ

イターとの間を仲介してアフィリエ

イトプログラムを実現するシステム
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改正案 現行 

をサービスとして提供する事業者

（アフィリエイトサービスプロバイ

ダー。以下「ASP」という。）が存在す

る。 

○ 広告主が ASP を利用して成功報酬

型広告を配信する場合を例示する

と、次のとおり。 

・広告主は、ASP との間でアフィリエイ

トサービスに関する契約を締結し、

ASPは、アフィリエイターに向けて広

告主の成功報酬型広告をアフィリエ

イトサイトに掲載するためのシステ

ムを提供する。 

・アフィリエイターは、ASP との間でパ

ートナー契約を締結した上、ASPのシ

ステム上で用意される各種広告主の

成功報酬型広告を自ら選択し、自ら

のアフィリエイトサイト上に当該広

告が様々な広告の形で表示されるよ

うに設定する。 

・例えば、消費者がアフィリエイトサ

イトに掲載された広告等を通じて広

告主のサイトにアクセスして広告主

の商品･サービスを購入することが

報酬条件となっている場合におい

て、消費者がこの報酬条件に合致す

る形で広告等を通じて広告主のサイ

トにアクセスして広告主の商品・サ

ービスを購入したときには、広告主

は、ASP を通じて、アフィリエイター

に対して報酬を支払う。 

・ASP は、広告主から、ASP と広告主と

の間の契約で定められた手数料の支

払いを受ける。 

 

をサービスとして提供する事業者

（アフィリエイトサービスプロバイ

ダー。以下「ASP」という。）が存在す

る。 

○ 広告主が ASP を利用して成功報酬

型広告を配信する場合を例示する

と、次のとおり。 

・広告主は、ASP との間でアフィリエイ

トサービスに関する契約を締結し、

ASPは、アフィリエイターに向けて広

告主の成功報酬型広告をアフィリエ

イトサイトに掲載するためのシステ

ムを提供する。 

・アフィリエイターは、ASP との間でパ

ートナー契約を締結した上、ASPのシ

ステム上で用意される各種広告主の

成功報酬型広告を自ら選択し、自ら

のアフィリエイトサイト上に当該広

告がバナー広告等の形で表示される

ように設定する。 

・例えば、消費者がアフィリエイトサ

イトに掲載されたバナー広告等を通

じて広告主のサイトにアクセスして

広告主の商品･サービスを購入する

ことが報酬条件となっている場合に

おいて、消費者がこの報酬条件に合

致する形でバナー広告等を通じて広

告主のサイトにアクセスして広告主

の商品・サービスを購入したときに

は、広告主は、ASP を通じて、アフィ

リエイターに対して報酬を支払う。 

・ASP は、広告主から、ASP と広告主と

の間の契約で定められた手数料の支

払いを受ける。 
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改正案 現行 

図４ （略） 

 

（2）景品表示法上の問題点 

アフィリエイトプログラムを利用し

た広告についても、広告主がその表示

内容の決定に関与（注６）している場

合（アフィリエイターに表示内容の決

定を委ねている場合を含む。）には、景

品表示法上は、広告主が行った表示と

される。そして、アフィリエイターが

アフィリエイトサイト内に掲載する広

告における表示、ソーシャルネットワ

ーキングサービスへの投稿における表

示、アフィリエイターが自らのアフィ

リエイトサイトに誘導するために行う

広告等における表示に関しては、広告

に記載された商品･サービスの内容又

は取引条件について、実際のもの又は

競争事業者に係るものよりも著しく優

良又は有利であると一般消費者に誤認

される場合には、景品表示法上の不当

表示として問題となる（注７）。 

アフィリエイターはアフィリエイト

プログラムの対象となる商品･サービ

スを自ら供給する者ではないので、景

品表示法で定義される「表示」（注８）

を行う者には該当せず、したがって、

景品表示法上の問題が生じることはな

い（注９）。 

 

（3）問題となる事例 

○ バナー広告において、実際には当

該バナー広告の対象となる商品は普

段から 1,980 円で販売されていたも

のであるにもかかわらず、「今だけ！ 

図４ （略） 

 

（2）景品表示法上の問題点 

アフィリエイターがアフィリエイト

サイトに掲載する、広告主のバナー広

告における表示に関しては、バナー広

告に記載された商品･サービスの内容

又は取引条件について、実際のもの又

は競争事業者に係るものよりも著しく

優良又は有利であると一般消費者に誤

認される場合には、景品表示法上の不

当表示として問題となる。 

広告主のサイトへのリンク（バナー

広告等）をクリックさせるために行わ

れる、アフィリエイターによるアフィ

リエイトサイト上の表示に関しては、

アフィリエイターはアフィリエイトプ

ログラムの対象となる商品･サービス

を自ら供給する者ではないので、景品

表示法で定義される「表示」には該当

せず、したがって、景品表示法上の問

題が生じることはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）問題となる事例 

○ アフィリエイトプログラムで使用

されるバナー広告において、実際に

は当該バナー広告の対象となる商品

は普段から 1,980 円で販売されてい
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改正案 現行 

通常価格 10,000 円が なんと！

1,980 円！！ 早い者勝ち！今すぐ

クリック！！」と表示すること。 

○ バナー広告において、十分な根拠

がないにもかかわらず、「食事制限な

し！ 気になる部分に貼るだけで簡

単ダイエット！！ 詳しくはこち

ら」と表示すること。 

〇 アフィリエイトサイトにおいて、

十分な根拠がないにもかかわらず、

「医療関係者も勧める『フサフサに

なった育毛剤』がヤバイ！」等と表示

すること。 

〇 ソーシャルネットワーキングサー

ビスへの投稿において、十分な根拠

がないにもかかわらず、「バストアッ

プが目標！！目に見える効果が出

る！」、「＃バストアップサプリ」等

と表示すること。 

 

（4）景品表示法上の留意事項 

○ アフィリエイトプログラムを利用

した広告において、二重価格表示を

行う場合には、広告主は、最近相当期

間に販売された実績のある同一商

品・サービスの価格を比較対照価格

に用いるか、比較対照価格がどのよ

うな価格であるかを具体的に表示す

る必要がある。 

○ アフィリエイトプログラムを利用

した広告において、商品・サービスの

効能・効果を標ぼうする場合には、広

告主は、十分な根拠なく効能・効果が

あるかのように一般消費者に誤認さ

れる表示を行わないようにする必要

たものであるにもかかわらず、「今だ

け！ 通常価格 10,000 円が なん

と！1,980 円！！ 早い者勝ち！今

すぐクリック！！」と表示すること。 

○ アフィリエイトプログラムで使用

されるバナー広告において、十分な

根拠がないにもかかわらず、「食事制

限なし！ 気になる部分に貼るだけ

で簡単ダイエット！！ 詳しくはこ

ちら」と表示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）景品表示法上の留意事項 

○ アフィリエイトプログラムで使用

されるバナー広告において、二重価

格表示を行う場合には、広告主は、最

近相当期間に販売された実績のある

同一商品・サービスの価格を比較対

照価格に用いるか、比較対照価格が

どのような価格であるかを具体的に

表示する必要がある。 

○ アフィリエイトプログラムで使用

されるバナー広告において、商品・サ

ービスの効能・効果を標ぼうする場

合には、広告主は、十分な根拠なく効

能・効果があるかのように一般消費

者に誤認される表示を行わないよう
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改正案 現行 

がある。 

 

５ （略） 

 

（注１）～（注５） （略） 

 

（注６）景品表示法上の表示主体（表示を

したとされる者）については、裁判例

（東京高判平成 20 年５月 23 日（平

成 19年（行ケ）第５号））、において、

以下のように示されている。 

「表示内容の決定に関与した事業

者」が法４条１項の「事業者」（不当

表示を行った者）に当たるものと解

すべきであり、そして、「表示内容の

決定に関与した事業者」とは、「自ら

若しくは他の者と共同して積極的に

表示の内容を決定した事業者」のみ

ならず、「他の者の表示内容に関する

説明に基づきその内容を定めた事業

者」や「他の事業者にその決定を委ね

た事業者」も含まれるものと解する

のが相当である。 

そして、上記の「他の者の表示内容

に関する説明に基づきその内容を定

めた事業者」とは、他の事業者が決定

したあるいは決定する表示内容につ

いてその事業者から説明を受けてこ

れを了承しその表示を自己の表示と

することを了承した事業者をいい、

また、上記の「他の事業者にその決定

を委ねた事業者」とは、自己が表示内

容を決定することができるにもかか

わらず他の事業者に表示内容の決定

を任せた事業者をいうものと解せら

にする必要がある。 

 

５ （略） 

 

（注１）～（注５） （略） 

 

（新設） 
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改正案 現行 

れる。 

※上記の裁判例の「法４条１項」

は、現行の景品表示法の第５条に該

当する。 

 

（注７）アフィリエイターが自らのアフィ

リエイトサイトに単にアフィリエイ

トプログラムを利用した広告を行う

事業者のウェブサイトの URL を添

付するだけなど、当該事業者の商品・

サービスの内容や取引条件について

の詳細な表示を行わないようなアフ

ィリエイトプログラムを利用した広

告については、通常、不当表示等が発

生することはないと考えられる。ま

た、アフィリエイターの表示であっ

ても、広告主とアフィリエイターと

の間で当該表示に係る情報のやり取

りが一切行われていないなど、アフ

ィリエイトプログラムを利用した広

告主による広告とは認められない実

態にあるものについては、通常、広告

主が表示内容の決定に関与したとさ

れることはないと考えられる。 

 

（注８）ここでいう「表示」とは、景品表示

法第２条第４項で定義されたもので

ある。 

（定義） 

第２条（略） 

２・３ （略） 

４ この法律で「表示」とは、顧客

を誘引するための手段として、

事業者が自己の供給する商品又

は役務の内容又は取引条件その

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正案 現行 

他これらの取引に関する事項に

ついて行う広告その他の表示で

あつて、内閣総理大臣が指定す

るものをいう。 

 

（注９）なお、アフィリエイト広告につい

て、広告主が表示内容の決定に関与

しているか否かは、個別の取引実態

に応じて判断される。 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 


